
 
 

令和６年度 

 

 

西海市交通船特別会計予算書 

 

 

 

 

 

長崎県西海市 

 



 



  

議案第 33号 

 

 

令和６年度西海市交通船特別会計予算 

 

 

令和６年度西海市の交通船特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 139,244 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入  

歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ  

の最高額は、5,000 千円と定める。 

 

 

令和６年２月２９日 提出 

 

 

西海市長 杉澤 泰彦   
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単位 ：千円

単位 ：千円

0

4,173

5,324

区　分

期末手当管理職手当住居手当

共済費

扶養手当

備  考

126

合   計

59,226

給   料報   酬

通勤手当

49,279

△ 49

59,100

 1 一般職

区    分

本 年 度 9

職員数
   (人)

区　分

職員手当
の 内 訳

前年度

比　較

2,063

職員手当

29,143

給       与　　　費

（１）  総括

本年度 0

本年度

△ 336

前年度

本年度

比　較

区　分

280

比    較 △ 2 △ 611 △ 133 695

前 年 度 11 2,674 29,276

勤勉手当

32

特殊勤務手当

18,024 9,99649,230

17,329 9,821

828

107

630

比　較

前年度

01,151

△ 198

△ 221

3,549

1,172 120

120

管理職員特
別勤務手当

372

0

0

0

単身赴任手当

3,770

1,204

時間外勤務
手      当

175

0

0

1600

3360

6,545

特地勤務手当

児童手当

120

給   与   費   明   細   書

0

0

計

6,438372
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ア　会計年度任用職員以外の職員

イ　会計年度任用職員

（）内は短時間勤務職員

△ 611比    較
0

10,263

8,610

1,853

1,290

8,410

7,320

1,782

2,200
(1)

-(2)

(3)
前 年 度

1
3,9542,674

△ 1,653△ 563△ 1,090

共済費 合   計 備  考
計

単位 ：千円

区    分
職員数
   (人)

給       与　　　費

給   料

8,706 50,616本 年 度 7

前 年 度 7 40,86925,322

41,910

7,968

比    較 0 1,041

単位 ：千円

職員手当
の 内 訳

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当

738 1,779

前年度 828 0 336 372 5,226

管理職手当 期末手当

本年度 630 0 0 372

本年度 4,481 3,200 1,204 120 0

5,537

区　分 勤勉手当
時間外勤務
手      当

特殊勤務手当
管理職員特
別勤務手当

特地勤務手当

比　較 △ 198 0 △ 336 0 311

比　較 308 0 32 0 0

前年度 4,173 3,200 1,172 120 0

前年度 0 120

区　分 単身赴任手当 児童手当

0 280

給   料 職員手当 計

本 年 度
1

3,0572,063

比　較 0 160

職員手当
の内訳

比　較 0 △ 204

本年度

前年度 0 1,212 0 570

843 △ 221

区　分 通勤手当 期末手当 勤勉手当
時間外勤務
手      当

本年度 0

区    分
職員数
   (人)

1,008

単位 ：千円

843 349

職員手当

764 277

単位 ：千円

合   計 備  考

48,837

26,086

15,547

15,824

418△ 897

給       与　　　費
共済費

報   酬
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単位：千円

△ 618

職員
手当

695

制度改正に伴う
増 減 分

1,131

そ の 他 の
増 減 分

△ 436

給料 △ 133

―

317,983円

55歳

183,100円

―

183,100円

平 均 年 齢

平均給与月額

平 均 年 齢

55歳

国

市

学  歴

高 校 卒

大 学 卒

大 学 卒

高 校 卒

区  分

イ　初任給

海事職

（２） 給料及び職員手当の増減額の明細

説  　　　　  明 備   考
区
分

増 減 額 増減事由別内訳

347,676円

海事職

330,673円

305,083円

区              分

令和6年1月1日現在

平均給料月額

令和5年1月1日現在

平均給料月額

給与改定に伴う
増 減 分

ア　職員１人当たりの給与

平均給与月額

（３）　給料及び職員手当の状況

昇 給 に 伴 う
増 加 分

そ の 他 の
増 減 分

288

197

採用、退職によるもの

期末・勤勉手当の改正によるもの

採用、退職によるもの、ほか
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ウ　級別職員数

2

5

計 6

50.0

50.0

3

3

％

0.0

0.0

0

0

0 0.0

2

3

4

1

計

83.3

16.7

0

0

5

1

6
人

海事職

級 職員数 構成比
％

0.01
人

0

区　分

令和6年1月1日現在

令和5年1月1日現在

海　事　職

１級

２級

３級

（級別の標準的な職務内容）

4

5

職務の内容

100.0

3

0.0

0.0

100.0

区　　　　分 級

４級

５級 総括船長、相当困難な業務を処理する船長及び機関長の職務

定型的な業務を行う甲板員及び機関員の職務

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う甲板員及び機関員の
職務

機関長、高度の技能又は経験を必要とする業務を行う甲板員及び
機関員の職務

船長、困難な業務を処理する機関長の職務
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単位：人

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(令和6年1月1日現在)

0

1

0

0

昇 給 に 係 る 職 員 数 （ Ｂ ）

5号給

0

0

4.50

区　　　　　　　　　　分
代表的な職種

合　　計

0

7

本

年

度

号給数別内訳

3号給

4号給

5号給

42.9 42.9

0

3

00

0

3

00

6号給

8号給

有

有

有

定年前早期退職特例措置
(2%～20%)加算

47.709

0

2

0

0

3

1

28.6

7

3

1

備　考
支給率計
（月分）

最高限度
（月分）

0

備考

4.50

4.40

職制上の段階、
職務の級等によ
る加算措置

エ　昇給

職 員 数 （ Ａ ）

昇 給 に 係 る 職 員 数 （ Ｂ ）

1号給

オ　期末手当・勤勉手当

3号給

4号給

0

0

1

28.6

7

海事職

7

2

0

0

0

0

6号給

　比　率（Ｂ）／（Ａ）（％）

2号給

8号給

区　　分

支　給　期　別　支　給　率

　比　率（Ｂ）／（Ａ）（％）

６月(月分) １２月(月分)

前

年

度

職 員 数 （ Ａ ）

号給数別内訳

1号給

2号給

本年度 2.250 2.250

国の制度 2.250 2.250

前年度 2.200 2.200

国の制度
（支給率等）

24.58688 33.27075 47.709
定年前早期退職特例措置

(2%～45%)加算
47.709

区　分
20年勤続の
者（月分）

25年勤続の
者（月分）

35年勤続の
者（月分）

支給率等 24.58688 33.27075 47.709

その他の加算措置等
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　 給料総額に対する比率（％） 4.73 4.73

　 支給対象職員の比率　（％）
（令和6年1月1日現在）

区　　　分

ク　その他の手当

国の制度との異同

100.00 100.00

キ　特殊勤務手当

区　　　　分 全　職　種
代表的な職種

海事職

航海手当

差　異　の　内　容

通　勤　手　当

扶　養　手　当

住　居　手　当

　 代表的な特殊勤務手当の名称

―

航海手当

―

同

同

同

―
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